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農業労災事務センター 



第１章  総   則 

 

（名 称） 

第１条 この組織を、農業労災事務センター（以下「センター」という）と称する。 

 

（事務局） 

第２条 センターは、事務所を福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目１７番１４号 ライオ

ンズマンション博多駅前８０３号（いのしし社会保険労務士事務所内）に置く 

 

第２章  目的及び事業 

 

（目 的） 

第３条 このセンターは、会員の農作業における労災防止、労災保険特別加入等の事務処

理、会員の福利厚生その他の活動を行い、農業における安心と安全を確立することによ

り、農業の発展に資することを目的とする。 

 

（事 業） 

第４条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

一 指定農業機械作業従事者として、労災保険の特別加入を支援すること。 

二 農作業中の労災事故を防ぐため、研修会等を実施すること。 

三 会員およびその家族の保険ならびに福利厚生を行うこと。 

四 農業者年金、損害保険等の加入促進を行うこと。 

五 安全な農業機械等の導入促進を行うこと。 

六 その他このセンターの目的達成に必要なこと。 

２ センターは、前項の事業を行うために事務局を設け、センター運営に必要な事務処理

を行う。ただし、その事務の一部を農業協同組合その他の団体（以下「登録団体」とい

う。）が行うことができる。その場合の取り扱いについては、別途、理事長が定める。 

 

第３章  会員 

（会員） 

第５条 会員は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県のいず

れかの県に居住し、入会の手続きを行った、労働者災害補償保険法施行規則第４６条の

１８第１号ロに規定する農作業に従事する者及びこの会の趣旨に賛同する者で、以下の

加入資格者をもって構成する。 

一 個人経営の農業経営者 

二 農業法人組織の代表者 



三 農業法人組織に出資している農業者で、報酬を従事分量配当で受け取る者 

 四 センターの趣旨に賛同する個人及び登録団体の役職員 

五 その他センターが労災特別加入が可能なものとして、特に加入を認めた者。 

 

（加 入） 

第６条 センターに加入しようとする者は、加入届書（様式第１号）に会費等を添えて、

理事長に提出しなければならない。会員としての資格は、理事長が承認して得られる。 

 

（脱 退） 

第７条 センターを脱退する者は、脱退届書（様式第２号）を理事長に提出しなければな

らない。 

 

（資格の喪失） 

第８条 会員は、脱退し、理事長の承認を得たときは、会員の資格を失う。 

２ 前項の規定にかかわらず、会員の行為が次の各号に該当する場合、理事長が理事会の

議を経てこれを退会させることができる。 

 一 本定款に定められた会費等の納入がない場合 

二 関係法令に違反し、処罰を受けた場合 

 三 センターの定款、労災保険事務処理規約、災害防止規則に違背し、改善の認められ

ない場合 

 四 センターに提出すべき一切の書類で記載事項に故意に事実と相違した内容の記載が

なされていること。また、虚偽の申出等がなされたことが判明した場合 

 五 その他前各号に準ずる行為があった場合 

 

第４章 役  員 

 

（役 員） 

第９条 センターに、次の役員を置く。 

一 理 事 長    １名 

 二 副理事長    若干名 

 三 常務理事    １名 

 四 理  事    １０名以内（理事長、副理事長を除く） 

 五 監  事    ２名以内 

 

（役員の選任） 

第１０条 理事（常務理事を除く）及び監事は、会員の中から総会で選任する。 



２ 理事長及び副理事長は、理事が互選する。 

３ 常務理事は、理事会の承認を得て理事長が指名する。 

４ 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 

 

（役員の職務） 

第１１条 理事長は、センターを代表し会務を総括する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐し会務を行うほか、理事長に事故あるときは、その職務を

代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。 

３ 常務理事は理事長の命を受けて会務を執行する。 

４ 理事は、理事会の構成員となり、会務の執行に参画する 

５ 監事は、会務の執行及び会計を監査し、総会に報告するほか、会議に出席してその職

務に関して意見を述べることができる。 

 

（役員の任期） 

第１２条 役員の任期は、２年とする。ただし補欠の役員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 役員は、再任を妨げない。 

 

（役員の解任） 

第１３条 役員が、諸法令に違反して行政官庁より処分を受けたとき、または役員として

ふさわしくない行為があったときは、理事長は理事会の議を経てこれを解任することが

できる。この場合において、当該役員に対し総会又は理事会において弁明の機会をあた

えなければならない。 

２ 前項の規定により役員を解任したときは、理事長は、これを次の総会に報告しなけれ

ばならない。 

 

第５章  会   議 

 

第 1 節  総  則 

 

（会議の種類） 

第１４条 センターの会議は、総会及び理事会とする。 

２ 理事会の議を経て必要な委員会をおくことができる。 

 

（議事録） 

第１５条 会議の議事については、議事録を作成し保存しなければならない。 



２ 議事録には、次に掲げる事項を記載し、議長及び出席構成員２名が署名押印しなけれ

ばならない。 

一 会議の日時及び場所 

二 構成員の総数及び出席者数 

三 会議に付された議案 

 四 議事の要旨 

 五 表決の結果 

 六 その他議長が必要と認めた事項 

 

第２節  総  会 

 

（総会の種類） 

第１６条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

 

（総会の構成） 

第１７条 総会は、毎年４月１日現在の会員をもって構成する。 

 

（総会の開催） 

第１８条 通常総会は、会計年度終了後３ヶ月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次の場合に開催する。 

 一 理事長が必要があると認めるとき 

 二 会員総数の３分の１以上から招集を必要とする理由及び議案を付して議会招集の請

求があったとき 

 

（総会の招集） 

第１９条 総会は、理事長が招集する。 

２ 総会を招集するには、会員に対して会議の日時、場所及び会議の目的たる事項を記載

して、開催する日の１４日前までに文書をもって通知しなければならない。 

３ 前条第２項第２号の場合においては、理事長は、請求のあった日から一ヶ月以内に総

会を招集しなければならない。 

 

（総会の議決権） 

第２０条 総会における議決権は、会員１名につき１個とする。 

２ 会員で総会に出席することができない者は、あらかじめ、議決事項一切について書面

によって委任し、または総会の議案について書面により表決することができる。この場

合において、当該書面での賛否の表明のないものは、賛成したものとみなす。 



３ 前項の書面は、センターへ提出することによりその効力を発するものとする。 

４ 第２項の規定により委任した者または表決した者は、総会に出席したものとみなす。 

 

（総会の議長） 

第２１条 総会の議長は、その総会において選任する。 

 

（議決の方法） 

第２２条 総会は、会員総数の２分の１以上が出席しなければ会議を開会することができ

ない。 

２ 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の過半数をも

って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

３ 前項の規定にかかわらず、次条第６号に掲げる事項については、会員総数の３分の２

以上の議決によらなければならない。 

 

（総会の議決及び承認事項） 

第２３条 総会は、次の事項を審議決定する。 

一 事業報告及び事業計画に関する事項 

 二 予算及び決算に関する事項 

 三 定款の変更に関する事項 

 四 理事及び監事の選任及び解任に関する事項 

 五 重要な財産の取得及び処分に関する事項 

 六 解散に関する事項 

 七 前各号に掲げるものの他、理事会において総会に付議する必要があると認めた事項 

 

第３節  理 事 会 

 

（理事会の構成） 

第２４条 理事会は、理事長、副理事長、常務理事及び理事をもって構成する。 

 

（理事会の招集等） 

第２５条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事会の招集は、少なくとも開催日の７日前に、その会議の日時、場所及び会議の目

的たる事項を記載した文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急やむを得な

い場合においては、この限りでない。 

３ 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

４ 理事会は、その構成員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 



５ 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

 

（理事会の書面による議決） 

第２６条 理事長は、緊急を要する事項について、書面により賛否を求めることができる。 

２ 前項の場合、理事の過半数が同意したときは、理事会の議決があったものとみなす。 

３ 理事長は、第２項の結果を理事会構成員に通知しなければならない。 

 

（理事会の議決事項） 

第２７条 理事会は、この定款に別段の定めのある事項のほか、次に掲げる事項を審議決

定する。 

一 総会に付議すべき事項 

 二 総会において議決した事項の執行に関すること 

 三 定款の執行に必要な細則の制定及び改廃に関すること 

 四 その他、総会の議決を要しないもののうち重要な会務の執行に関すること 

 

第６章  資産及び会計 

 

（事業年度及び会計年度） 

第２８条 センターの事業年度及び会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日

に終る。 

 

（経費の支弁） 

第２９条 センターの経費は、入会金、事務手数料及びその他の収入をもって支弁する。 

 

（資産の管理） 

第３０条 センターの資産は、理事長がこれを管理し、その方法は、理事会の議決による。 

 

（事業計画及び予算） 

第３１条 理事長は、毎年、事業計画案及び予算案を作成し、総会の議決を経なければな

らない。 

 

（事業報告及び決算） 

第３２条 理事長は、毎事業年度終了後、事業報告書並びに収支計算書、貸借対照表及び

財産目録を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 

 



（予算決定前の支出） 

第３３条 理事長は、予算が成立するまでの間、通常の会務を執行するに必要な経費の金

額に限り支出することができる。 

 

（労災保険料特別会計） 

第３４条 労災保険料は、労災保険料特別会計を設けて経理しなければならない。 

 

第７章  会費等 

 

（会費等の納入） 

第３５条 会員は、別表に定める会費等を納入しなければならない。ただし、理事長は総

会の議決を得て、入会金及び事務手数料の減免に関する規程を定めることができる。 

２ 前項の会費等は、入会手続の際に入会月から会計年度末までの月割額を前納とする。

ただし入会金は月割りしない。 

３ 会員は、センター加入の継続を希望する場合には、毎年３月２２日（金融機関が休み

の場合は当該指定日の前営業日）を納入指定日とし、年額を前納とする。 

４ 会費等の納入がない場合、本定款その他細則等に規定する会員としての権利は、理事

長によって納入が確認できるまで停止するものとする。 

 

（年度中途の入会者の特例） 

第３６条 年度の中途において入会した会員は、入会した日の属する年度分の会費等につ

いては、別表に定める月額会費等の額にその年度末までの月数を乗じた額の金額を納入

しなければならない。ただし、入会金は月割りしない。 

 

（退会時の会費等） 

第３７条 会員が退会したときは、すでに納入した会費等のうち、退会した翌月以降分か

ら年度末までの労働保険料相当額を返還する。ただし会費、入会金は返還しない。 

 

第８章  事 務 局 

 

（事務局） 

第３８条 センターに各種日常業務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、併設する社会保険労務士事務所が担い、各種日常業務を行う。 

３ 常務理事は事務局長を兼務し、事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。 

４ 事務職員の任免は、理事長が行う。 

５ 常務理事、事務職員の給与等労働条件、その他事務局に関する必要な事項は、別に定



める。 

 

第９章  定款の変更 

 

（定款の変更） 

第３９条 定款の変更については、総会において出席者の３分の２以上の同意を得なけれ

ばならない。 

 

第１０章  補   則 

 

（理事会の専決） 

第４０条 この定款に定めのない事項については、理事会の議を経て行うものとする。た

だし、この場合には、次回の総会に報告し承認を受けるものとする。 

 

（労災保険の事務処理） 

第４１条 第４条第２項に掲げる事務処理については、別に「労災保険事務処理規約」を

定め、福岡労働局長の承認を受けて行うものとする。 

 

（細則の設定等） 

第４２条 センターは、この定款に基づき必要な措置を行うため、細則を定めることがで

きる。 

２ 細則の制定及び改廃は、理事会の議を経て、理事長が定める。 

 

附   則 

 

 １ この定款は、平成２３年３月２８日より施行する。 

   この改正された定款は、平成２５年６月２４日より施行する。 

   この改正された定款は、平成２６年６月２６日より施行する。 

   この改正された定款は、平成２７年６月２６日より施行する。 

   この改正された定款は、平成２８年６月３０日より施行する。 

 ２ センターの設立当初における理事（常務理事を除く）及び監事は、第１０条の規定

にかかわらず、設立発起人の中より選任する。ただし、この場合の役員の任期は、設

立の日から第１回目の総会の集結の時までとする。 

 ３ 第４条第２項に掲げる事務処理については、福岡労働局長の承認を受けた日から実

施する。 



別 表 

 

（第３５条、第３６条関係） 

 

（単位；円） 

入会金 

6,000 

事務手数料 

年額 

9,000 

 

注 第４条第２項に定める登録団体に属する会員の入会金及び事務手数料は、この範囲内

で団体との協議により別に定める。 


